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最
低
賃
金
の
お
知
ら
せ

問
栃
木
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
撒
０
２
８（
６
３
４
）９
１
０
９

　
栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
栃
木
県
の

区
域
内
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労

働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま

す
。

　
詳
し
く
は
栃
木
県
労
働
局
労
働
基

準
部
賃
金
室
ま
た
は
最
寄
り
の
労
働

基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

２
０
１
９
年
農
業
用
免

税
軽
油
に
係
る
一
括
交

付
期
間
後
の
申
請
に
つ

い
て

問
栃
木
県
税
事
務
所
軽
油
引
取
税
調

　
査
担
当
　
　

　
撒
０
２
８
２（
23
）６
８
８
２

　
農
業
用
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
に

つ
い
て
は
、
市
町
ご
と
に
申
請
期
間

を
設
け
て
申
請
の
受
付
を
し
て
お
り

ま
す
。

　
今
回
、
期
間
内
に
申
請
出
来
な

か
っ
た
方
に
つ
い
て
、
下
記
に
よ
り

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
交
付

を
希
望
す
る
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
今
回
の
申
請
期
間
を
過
ぎ

ま
す
と
、
１
年
分
の
全
量
交
付
が
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

留
意
く
だ
さ
い
。

受
付

　
３
月
６
日（
水
）、７
日（
木
）

　
９
時
〜
11
時
30
分
、13
時
〜
16
時

会
場

　
下
都
賀
庁
舎 

第
２
福
利
厚
生
棟 

　
２
階
会
議
室

　（
栃
木
市
神
田
町
６
‐
６
）

対
象
地
区

　
栃
木
県
税
管
内
全
て
の
市
町

　（
栃
木
市
、小
山
市
、下
野
市
、壬
生

　
町
、野
木
町
）

申
請
の
際
に
持
参
す
る
も
の

①
免
税
軽
油
使
用
者
証

②
印
鑑

③
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

　
告
書（
新
規
申
請
以
外
の
方
）

※
納
品
書
又
は
領
収
書
を
添
付
、
写

　
し
で
も
可
。
未
使
用
の
免
税
証
を

　
添
付
（
原
本
）

④
使
用
者
証
更
新
手
数
料
４
２
０
円

※
新
規
申
請
及
び
使
用
者
証
更
新
の

　
場
合

⑤
耕
作
証
明
書

※
新
規
申
請
及
び
耕
作
面
積
が
変
更

　
に
な
っ
た
場
合（
使
用
者
証
更
新

　
の
み
の
場
合
、耕
作
証
明
は
不
要
）

※
新
規
申
請
の
方
は
、
免
税
証
の
交

　
付
は
後
日
に
な
り
ま
す
。

※
新
規
申
請
及
び
免
税
機
械
の
追
加

　
や
入
替
え
を
さ
れ
る
方
は
、
機
械

　
を
取
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　
書
類（
契
約
書
・
納
品
書
・
領
収
書

　
等
）を
持
参
す
る
か
、機
械
の
「
メ
ー

　
カ
ー
名
」「
型
式
」「
馬
力
」を
メ
モ

　
等
に
控
え
て
き
て
く
だ
さ
い
。

※
更
新
手
数
料
４
２
０
円
は
、
つ
り

　
銭
の
無
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

　
し
ま
す
。

※
国
税
及
び
地
方
税
の
差
押
え
等
の

　
滞
納
処
分
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、

　
処
分
解
除
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

　
し
な
け
れ
ば
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

お知らせ

【地域別最低賃金】

特定最低賃金が適用されないすべての労働者に適用されます。

最低賃金の件名 時間額

栃木県最低賃金 ８２６円

【効力発生日　平成 30年 10月１日】
※一般労働者はもちろん、臨時、　パート、アルバイト等にも　　

　適用されます。

【特定最低賃金】

最低賃金の件名 時間額

塗料製造業 ９４３円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ８８９円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ８８９円

自動車・同附属品製造業 ８９６円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測定機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、
医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

８８９円

各種商品小売業 ８５０円

【効力発生日　平成30年12月31日】
※18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。


